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第２節  市   税 
 

1 税  率（令和7年度）（税務部 税務運営課、法人諸税課、市民税課） 

税    目 税            率 

市

民

税 

個
人 

均 等 割 年   額               3,000円 

所 得 割 税   率        100分の8 

法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人 

均 等 割 

算
額
」
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額 

の
額
と
資
本
準
備
金
の
額
の
合 

「
資
本
金
等
の
額
」
と
「
資
本
金 

50億円超 従 

業 

者 

数 

の 

合 

計 

数 

50人以下 年額  410,000円  

50人超 年額 3,000,000円  

10億円超50億円以下 
50人以下 年額  410,000円  

50人超 年額 1,750,000円  

1億円超10億円以下 
50人以下 年額  160,000円  

50人超 年額  400,000円  

1,000万円超1億円以下 
50人以下 年額  130,000円  

50人超 年額  150,000円  

1,000万円以下 
50人以下 年額   50,000円  

50人超 年額  120,000円  

（注）平成27年3月31日以前開始の事業年度又は連結事業年度については、資本金等の額 

公共法人で均等割が課税されるもの 
公益法人等で均等割が課税されるもの 
人格のない社団等で収益事業を行うもの              年額   50,000円 
一般社団法人及び一般財団法人（非営利型を除く） 
保険業法の相互会社以外の法人で資本金又は出資金の額を有しない法人 

法 人 税 割 法人税額×8.4/100 

ただし、資本金等の額が1億円以下で、かつ分割前の課税標準となる

法人税額又は個別帰属法人税額が年800万円以下の法人は、8.4/100

で計算した税額からその税額の2.4/8.4を控除した額 

なお、平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

又は連結事業年度については8.4を12.1に読み替える 

固 定 資 産 税 100分の1.4 

軽 

自 

動 

車 

税
（ 

種 

別 

割 

） 

原動機付
自転車 

バイク

など 

 

1 総排気量50㏄以下または定格出力0.6㎾以下のもの(２及びミニカー(注1)を除く) 

2 二輪で総排気量が125㏄以下かつ最高出力が4.0㎾以下のもの 

3 特定小型原動機付自転車(注2) 

 

の

も

の

の

も

の 

（特定小型原動機付自転車及び新基準原付を含む。また、④を除く。） 

年額2,000円 

二輪で、総排気量50㏄を超え90㏄以下 

(2を除く)または定格出力0.6㎾を超え0.8㎾以下のもの 
年額2,000円 

二輪で、総排気量90㏄を超え125㏄以下 

(2を除く)または定格出力0.8㎾を超え1㎾以下のもの 
年額2,400円 

ミニカー 

 (注1) 

三輪以上で、総排気量20㏄を超え50㏄以下または定格出力0.25㎾を超え0.6
㎾以下のもの（3を除く。） 

年額3,700円 

軽自動車 二 輪 車

(側車付

を含む) 

二輪で総排気量が125㏄を超え250㏄以下のもの                        年額3,600円 

小型自動車 総排気量が250㏄を超えるもの 年額6,000円 

小型特殊 
自動車 

農業用 

 

コンバイン、田植機などで乗用装置のある最高速度35㎞/h未満のもの(農耕作業用トレーラ含む。)  年額2,400円 

その他 フォークリフト、ショベルローダなど最高速度15㎞/h以下のもの 

 

年額5,900円 

（次頁へ続く） 
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（前頁の続き）  

税    目 税                 率 

軽 

自 

動 

車 

税 

（ 

種 

別 

割 

） 

軽 自 動 車 

 

平成27年3月31
日までに新車
新規登録済み
の車     

平成27年4月1日
以降に新車新規
登録した車                

新車新規登録
以降13年を超
える車（重課税
率）※1 

四輪以上で総排
気量660㏄以下 

乗 

用 

自家用 年額 7,200 円 年額 10,800 円 年額 12,900 円 

営業用※2 年額 5,500 円 年額 6,900 円 年額 8,200 円 

貨 物

用 

自家用 年額 4,000 円 年額 5,000 円 年額 6,000 円 

営業用※2 年額 3,000 円 年額 3,800 円 年額 4,500 円 

三輪で総排気量660㏄以下 年額 3,100 円 年額 3,900 円 年額 4,600 円 

軽 自 動 車   
グリーン化特例
（税率の軽減） 
 
令和6年4月1日か
ら右記期間まで
に新車新規登録
した車（翌年度に
限る） 

 

電気自動車・天
然ガス軽自動
車（概ね75%軽
減）※3 
（令和8年3月
31日まで） 

ガソリン車・ハイブリッド車※4 

概 ね 50% 軽 減 
※5 
（令和 8年 3月
31日まで） 

概 ね 25% 軽 減 
※6 
（令和7年3月31
日まで） 

四輪以上で 
総排気量660㏄以
下 

乗 

用 

自家用 年額 2,700 円 特例対象外 

営業用※2 年額 1,800 円 年額 3,500 円 年額 5,200 円 

貨 物

用 

自家用 年額 1,300 円 特例対象外 

営業用※2 年額 1,000 円 特例対象外 

三輪で総排気量
660㏄以下 

乗 

用 
営業用※2 年額 1,000 円 年額 2,000 円 年額 3,000 円 

上記以外 年額 1,000 円 特例対象外 

市 た ば こ 税 1,000本につき    6,552円 

 
事 業 所 税 

 

資   産   割    1平方メートルにつき600円 

従 業 者 割    従業者給与総額の100分の0.25 

都 市 計 画 税 100分の0.3 

入 湯 税  

 
宿泊を伴う場合 1人1日につき、150円（1泊をもって1日とする） 
宿泊を伴わない場合 1人1日につき、75円 
 

(注1) ミニカーとは、車室を要するもの、又は左右の車輪の中心間距離(輪距)が50㎝を超えるものをい 

    います。 

(注2) 特定小型原動機付自転車とは、定格出力0.6㎾以下で、車体が長さ190㎝以下・幅60㎝以下・最高速 

    度20㎞/h以下のものをいいます。 

※1 電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリットの軽自動車は、対象外 

※2 営業用とは、自動車検査証に「事業用」と記載されている車両 

※3 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、又は平成21年排出ガス規制に適合し、
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かつ、平成21年排出ガス基準値より10％以上窒素酸化物を低減する車両に限る。 

※4 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成した車両に限る。 

※5【乗用】令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 

※6【乗用】令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 
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2 市税の内訳（税務部 税制課）        単位：千円 

税         目 
令 和 7 年 度 

当 初 予 算 額 

市

民

税 

個 
 

人 

現 年 課 税 分 
均 等 割 

所 得 割 

1,183,343 

64,544,289 

 

滞 納 繰 越 分 476,760  

小 計 66,204,392  

法 

人 

現 年 課 税 分 
均 等 割 

法 人 税 割 

2,407,313 

7,880,515 
 

滞 納 繰 越 分 15,375  

小 計 10,303,203  

計 76,507,595  

固

定

資

産

税 

資

産

税 

純

固

定 

現 年 課 税 分 

土 地 

家 屋 

償 却 資 産 

24,093,552 

25,760,207 

10,340,749 

 

滞 納 繰 越 分 183,511  

小 計 60,378,019  

国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 912,824  

計 61,290,843  

車 

税 

軽
自
動 

環 境 性 能 割 122,751  

種
別
割 

現 年 課 税 分 1,408,657  

滞 納 繰 越 分 13,990  

小 計 1,422,647  

計 1,545,398  

市 た ば こ 税 6,116,471  

入 湯 税 1,472  

特 別 土 地 保 有 税   

事
業
所
税 

現 年 課 税 分 

滞 納 繰 越 分 

4,906,920 

12,151 
 

計 4,919,071  

計
画
税 

都 

市 

現 年 課 税 分 

滞 納 繰 越 分 

11,605,210 

37,039 
 

計 11,642,249  

合 計 162,023,099  
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3 納税義務者数、税額、徴収率（税務部 税制課） 

 （現年課税分）                              単位：件、千円 

区    分 令和6年度 区    分 令和6年度 

市 
 

 

民 
 

 

税 

個 

人 

市 

民 

税 

普
通
徴
収 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

109,184 

11,904,895 

11,333,987 

市たば こ税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

10 

6,093,232 

6,093,232 

特
別
徴
収 

納税義務者数 

特別徴収義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

336,349 

60,817 

48,196,945 

48,173,903 

入 湯 税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

1 

338 

338 

計 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

445,533 

60,101,840 

59,507,890 

特 別 土 地 

保 有 税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

0 

0 

0 

法 人 

市民税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

21,101 

10,611,794 

10,591,900 

事 業 所 税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

1,254 

5,045,321 

5,044,554 

固

定

資

産

税 

純固定 

資産税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

285,390 

60,855,229 

60,642,226 

都市計 画税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

(255,706) 

11,446,092 

11,395,708 

交付金 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

9 

889,749 

889,749 

合 計 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

957,843 

156,557,921 

155,660,121 

軽自動車税 

納税義務者数 

調 定 額 

収 入 済 額 

204,545 

1,514,326 

1,494,524 

徴収率（％） 

市 税 

現 年 課 税 分 

滞 納 繰 越 分 

98.8 

99.4 

46.5 

（注）1 軽自動車税の調定額及び収入済額には、環境性能割を含んでいる。 

2 都市計画税の納税義務者数の（ ）書きは、固定資産税と同時徴収のため、合計欄の納税義 

務者数に含んでいない。 
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4 市税事務所（所在地 北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1） 

市税事務所（三国ヶ丘庁舎）では、主に賦課・徴収事務を担当している。 

各区市税の窓口では、一般的な申告、届出、納付に関する窓口業務を担当している。 

 

名称 係（担当） 電話番号 

法人諸税課 

総務諸税係（軽自動車税・市たばこ税・入湯税） 231-9741 

法人課税係（事業所税） 231-9742 

法人課税係（法人市民税） 231-9743 

市民税課 

管理係 231-9754 

市民税第一係（堺区・西区） 231-9751 

市民税第二係（中区・南区） 231-9752 

市民税第三係（東区・北区・美原区） 231-9753 

 特別徴収係 231-9755 

固定資産税課 

管理係 231-9766 

土地第一係・家屋第一係（堺区） 231-9761 

土地第二係・家屋第二係（中区・東区） 231-9762 

土地第三係・家屋第三係（西区・南区） 231-9763 

土地第四係・家屋第四係（北区・美原区） 231-9764 

償却資産係 231-9765 

納税課 

管理係・納税支援係・徴収支援係 231-9775 

納税第一係（堺区・西区） 231-9771 

納税第二係（中区・南区） 231-9772 

納税第三係（東区・北区・美原区） 231-9773 

市外納税係 231-9774 

徴収第一係 231-9776 

徴収第二係 231-9777 

税務サービス課 

（堺区）市役所本館 8 階 228-7459 

（中区）中区役所 1 階  

（東区）東区役所 1 階  

（西区）西区役所 1 階  

（南区）南区役所 2 階  

（北区）北区役所 2 階  

（美原区）美原区役所 1 階  

※各区市税の窓口は、外線の電話番号なし。 

 


